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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　発券装置と案内装置とからなり、
　前記発券装置は、
　地図を表示する第１の表示部と、
　前記第１の表示部の地図上での目的位置を指定する指定操作に基づき緯度経度を表す前
記目的位置に対応しかつ前記目的位置までの経路案内が可能な位置情報を記憶媒体に書き
込んでこの記憶媒体を発券する発券部と
　を備え、
　前記案内装置は、
　前記記憶媒体に記憶されている位置情報の読み出しを行う読出部と、
　前記位置情報に関連づけて、バスターミナルの番号、経路、バス時刻表および料金を含
むバスの乗車案内情報が記憶されたテーブルと、
　前記読出部により読み出された位置情報に応じた前記テーブルの乗車案内情報を乗車す
べきバスの乗車案内情報として表示する第２の表示部と
　を備えたことを特徴とする案内システム。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記発券装置は、
　前記第１の表示部上の地図をスクロール指示する指示部と、
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　前記位置情報に対応した地図を記憶する記憶部と、
　前記指示部によるスクロール指示に応じて前記記憶部から順次対応の地図を読み出し前
記表示部に表示するスクロール手段と
　を備え、
　前記第２の表示部は、乗車すべきバスのターミナル情報及び発車時刻を前記乗車案内情
報として表示することを特徴とする案内システム。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記案内装置は、前記位置情報に対応した地図を記憶する記憶部を備え、
　前記第２の表示部は、前記読出部の位置情報に基づき前記記憶部から読み出された地図
に、前記位置情報で示される位置と前記位置に最も近い前記バスの停留所の位置間の経路
が付加された情報を前記バスの降車案内情報として表示し、
　前記案内装置は、前記経路の距離を、予め定めた徒歩での移動速度で除算することによ
り前記経路の所要時間を求めて前記バスの降車案内情報として前記第２の表示部に表示す
る手段を備えたことを特徴とする案内システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、案内システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
今までに訪れたことがない地域や目的地に行く場合、利用者はその地域の地図を持参し、
目的地がわからなくなったときには持参した地図を参照しながら目的地まで辿り着くよう
にしている。また、駅からバスなどの公共の交通機関を利用して目的地まで行く場合も、
利用者は同様に地図を利用して目的地を探し、その目的地に行くバスに乗車して目地まで
辿り着くようにしている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、例えば多数の路線バスがあってその中から１つを選んで乗車し目的地まで
行くような、目的地までの経路が複雑な場合は、地図だけでは容易に目的地に辿り着くこ
とが困難であるという課題があった。
【０００４】
したがって、本発明は、目的地までの経路が複雑で利用者がその目的地に行くことが困難
な場合、利用者に対する目的地への的確な案内を可能にすることを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　このような課題を解決するために本発明は、発券装置と案内装置とからなり、発券装置
は、地図を表示する第１の表示部と、第１の表示部の地図上での目的位置を指定する指定
操作に基づき緯度経度を表す前記目的位置に対応しかつ前記目的位置までの経路案内が可
能な位置情報を記憶媒体に書き込んでこの記憶媒体を発券する発券部とを有し、案内装置
は、記憶媒体に記憶されている位置情報の読み出しを行う読出部と、位置情報に関連づけ
て、バスターミナルの番号、経路、バス時刻表および料金を含むバスの乗車案内情報が記
憶されたテーブルと、読出部により読み出された位置情報に応じたテーブルの乗車案内情
報を乗車すべきバスの乗車案内情報として表示する第２の表示部とを有するものである。
【０００６】
　この場合、発券装置は、表示部上の地図をスクロール指示する指示部と、指示部による
指示に応じて前記地図をスクロールするスクロール手段とを有し、第２の表示部は、乗車
すべきバスのターミナル情報及び発車時刻を前記乗車案内情報として表示する。
【０００７】
　また、案内装置は、位置情報に対応した地図を記憶する記憶部を有し、第２の表示部は
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、読出部の位置情報に基づき前記記憶部から読み出された地図に、前記位置情報で示され
る位置と前記位置に最も近いバスの停留所の位置間の経路が付加された情報をバスの降車
案内情報として表示し、案内装置は、前記経路の距離を、予め定めた徒歩での移動速度で
除算することにより前記経路の所要時間を求めてバスの降車案内情報として第２の表示部
に表示する手段を有する。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明について図面を参照して説明する。
図１は、本発明に係る発券装置の構成を示すブロック図である。この発券装置１は駅やバ
スターミナル等に配置され記憶媒体としてのＩＣカード３に情報を書き込んで発券するカ
ード発券装置である。カード発券装置１には、装置全体を制御するためのＣＰＵ１１が設
けられ、かつＣＰＵ１１には、ＩＣカード３に緯度経度を表す位置情報を書き込んで発券
するカードリーダ／ライタ１２が接続されるとともに、地図関連データ記憶装置１３が接
続される。また、ＣＰＵ１１には、操作部１４，表示部１５及びメモリ１６が接続される
。地図関連データ記憶装置１３には、図６（ａ）に示すように緯度経度を示す各位置情報
（Ｙアドレス，Ｘアドレス）に対応してその位置の地図を含む地図関連データが記憶され
る。
【０００９】
図３は、カード発券装置１の動作を説明する説明図である。カード発券装置１は、利用者
の操作部１４のスクロールキー１４Ａの操作に応じ、自身が設置されている駅またはバス
ターミナルに関連する地域周辺の地図を含む関連データを地図関連データ記憶装置１３か
ら順次読み出して表示部１５に表示する。ここで、表示部１５に表示されている地図上の
各地点の位置（緯度経度）は、図６に示すように地図関連データ記憶装置１３に記憶され
ている地図上の各地点の位置（緯度経度、即ちＹアドレス，Ｘアドレス）と対応している
。こうした状態において、利用者が表示部１５に表示されている地図上の図中星印で示す
所望の行き先地の位置を指定する操作を、表示部１５上に配置された操作部１４であるタ
ッチパネルの押下操作、または前記操作部１４であるマウスのクリック操作などで行い、
かつ操作部１４の発券キー１４Ｂを押下する。すると、カード発券装置１は前記指定操作
により指定された行き先地の位置に対応する位置情報を地図関連データ記憶装置１３から
読み出してＩＣカード３に記憶し発券する。
【００１０】
次に、図２は、本発明に係る案内装置の構成を示すブロック図である。この案内装置２は
、上記カード発券装置１と同様、駅やバスターミナル等に配置されるもので、上記カード
発券装置１により位置情報が書き込まれ発券されたＩＣカード３が挿入されると、この位
置情報をもとに行き先を案内するものである。
【００１１】
ここで、案内装置２には、装置全体を制御するためのＣＰＵ２１が設けられ、かつＣＰＵ
２１には、ＩＣカード３の情報を読み取るカードリーダ／ライタ２２が接続されていると
ともに、地図関連データ記憶装置２３が接続される。また、ＣＰＵ２１には、操作部２４
，表示部２５，メモリ２６及びプリンタ２７が接続される。地図関連データ記憶装置２３
には、図６（ａ）に示すように緯度経度を示す各位置情報（Ｙアドレス，Ｘアドレス）に
対応してその位置の地図を含む地図関連データが記憶される。
【００１２】
図４は、案内装置２の動作を説明する説明図である。案内装置２は、カード発券装置１に
より発券されたＩＣカード３が利用者によりカード挿入口２４Ｂに挿入されると、このＩ
Ｃカード３に書き込まれている位置情報を読み取る。そして、ＩＣカード３から読み取っ
た位置情報に応じたその位置周辺の地図を含む地図関連データを地図関連データ記憶装置
２３から読み出し表示部２５に表示する。また、このとき案内装置２は表示部２５に、目
的地までの経路案内表示を行うとともに、利用者により操作部２４の印刷キー２４Ａが押
下されると、プリンタ２７を駆動して表示部２５の表示内容を印刷し、利用者に提供する
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。
【００１３】
図５は、案内装置２のメモリ２６に設けられたテーブル２６Ａの構成を示す図であり、テ
ーブル２６Ａには、目的地（目的地の位置情報）に関連づけて、バスターミナルの番号、
経路、バス時刻表、料金が記憶されている。案内装置２は、このテーブル２６Ａの記憶デ
ータに基づいて目的地までの経路案内表示を行う。
【００１４】
次に以上のように構成されたカード発券装置１及び案内装置２の動作を図３及び図４に基
づき詳細に説明する。まず、図３を用いてカード発券装置１の動作を説明する。
カード発券装置１の表示部１５には、設置されている駅またはバスターミナル周辺地域の
地図を含む地図関連データが表示されている。利用者は、表示部１５に所望の行き先地（
即ち、目的地）が表示されていない場合は、この目的地を探すために操作部１４のスクロ
ールキー１４Ａを操作する。すると、ＣＰＵ１１はこのスクロールキー１４Ａの操作に応
じた地図関連データを地図関連データ記憶装置１３から順次読み出して表示部１５に表示
する。
【００１５】
こうした利用者のスクロールキー１４Ａの操作により、利用者の所望の行き先地周辺の地
図が表示部１５に表示される。利用者の所望の行き先地周辺の地図が表示部１５に表示さ
れると、利用者は表示部１５に表示された地図上の図中星印で示す自身の所望の行き先地
の位置指定を、操作部１４である前述のタッチパネルの押下、またはマウスのクリック操
作などで行う。そしてその後、操作部１４の発券キー１４Ｂを押下する。すると、ＣＰＵ
１１はこれを検出して利用者の指定行き先地である目的地に対応した位置情報を地図関連
データ記憶装置１３から読み出してカードリーダ／ライタ１２に送り、内部に収納されて
いるＩＣカード３にこの目的地の位置情報を記憶させてこのＩＣカード３を発券させる。
これにより、目的地（行き先地）までの経路が複雑でその目的地に行くことが困難な場合
であっても、利用者は、目的地の最寄りの駅などに配置された、位置情報の入力によって
その位置とその位置までの経路の表示が可能な例えば案内装置２にこの発券カードを挿入
すれば、この発券カードの位置情報で示される目的地とその目的地までの経路が案内装置
２に表示されることから容易に目的地まで行くことができる。
【００１６】
なお、目的地の位置情報を記憶したＩＣカードを家庭で発券することも可能である。即ち
、家庭のパソコンにカードリーダ／ライタを接続するとともに、前記パソコンをインタネ
ットに接続可能にし、さらにインタネットの所定のサイトに地図関連データ記憶装置１３
相当のサーバを設けることにより、実現できる。
【００１７】
次に、図４を用いて案内装置２の動作を説明する。
位置情報が記憶された発券カードであるＩＣカード３を所持した利用者がこのＩＣカード
３を案内装置２のカード挿入口２４Ｂに挿入すると、カードリーダ／ライタ２２によりそ
のＩＣカード３に記憶されている位置情報が読み取られてＣＰＵ２１に伝達される。
【００１８】
ＣＰＵ２１は、カードリーダ／ライタ２２から伝達されたＩＣカード３の位置情報を入力
すると、この位置情報に応じた位置周辺の地図を含む地図関連データを地図関連データ記
憶装置２３から読み出して表示部２５に前記位置情報で示される目的地とともに表示する
。また、このときＣＰＵ２１はこの目的地の位置情報をもとに、図５に示すメモリ２６内
のテーブル２６Ａを検索し、該当するバスターミナル番号、バス経路、バス時刻表及び料
金を得る。
【００１９】
そして、取得したバス経路の番号をもとに表示部２５に図４に示すように、「０Ｘ番のバ
スに乗車ください。」旨を表示し、かつ取得したバス時刻表と時計部２８の現時刻からそ
のバスの発車時刻として、「次の発車１３：２１」を表示し、さらに、取得したバス経路
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と料金とから、「５つ目のＸＸＸで下車、料金は２２０円」を表示する。そしてさらに、
下車バス停の地点ＸＸＸと目的地間の距離を求め、求めた距離を予め定めた徒歩での移動
速度で除算することによりその間の所要時間を求め、前記所要時間として「下車バス停か
ら徒歩で約ＸＸ分です。」旨を表示するとともに、下車バス停の地点ＸＸＸと目的地間の
経路を求めてその経路をバス降車案内情報として地図上に表示する。なお、現地点と下車
バス停の地点ＸＸＸ間の距離を求め、その距離を予め定めたバスの速度で除算してその間
の所要時間を求めるとともに、求めた所要時間と前述した下車バス停の地点ＸＸＸと目的
地間の徒歩所要時間を合わせて目的地までの合計所要時間を表示することもできる。
【００２０】
このような目的地の周辺地図を含む各種の情報が表示部２５に表示されているときに、利
用者により操作部２４の印刷キー２４Ａが押下されると、ＣＰＵ２１は表示部２５の表示
内容をプリンタ２７に送ってプリンタ２７により記録紙に記録させる。利用者はこの記録
紙の記録内容をもとにバスに乗車し目的地に行くことができる。
【００２１】
このように、駅構内等に配置された案内装置２に目的地の位置情報を記憶したＩＣカード
３を挿入すると、表示部２５には目的地までの各種の案内情報が表示されることから、例
えば多数の路線バスがあってその中から１つを選んで乗車し目的地まで行くような、目的
地までの経路が複雑な場合であっても、利用者は、どのバスに乗車すれば良いか、或いは
目的地までの所要時間はどのくらいか、さらにはバス停から目的地までの経路を知ること
ができ、したがって、容易に目的地に行くことができる。
【００２２】
また、タクシーに案内装置２を搭載し、お客のＩＣカード３をその案内装置２に挿入する
ように構成すれば、お客の行き先を表示部２５に表示することができる。即ち、お客のタ
クシーへの乗車時に、そのお客の行き先が位置情報として記憶されたＩＣカード３を案内
装置２に挿入すれば、カードリーダ／ライタ２２がＩＣカード３からお客の行き先地を読
み取ってＣＰＵ２１に伝達する。この場合ＣＰＵ２１は、同様にそのお客の行き先地周辺
の地図関連データを地図関連データ記憶装置２３から読み出して表示部２５に前記行き先
地とともに表示する。これにより、タクシーのお客は自身の行き先をタクシーの運転者に
逐一説明することなくその行き先に行くことができるとともに、タクシーの運転者はお客
に行き先を聞くことなくお客をその行き先に運ぶことができる。なお、タクシーのカーナ
ビゲーション装置に案内装置２を接続することにより、ＣＰＵ２１は、カーナビゲーショ
ン装置から得られるタクシーの現在位置とお客の行き先位置との間の経路を表示部２５に
表示することもできる。
【００２３】
なお、前述のカード発券装置１を企業や旅館、或いはホテルなどに配置することにより、
企業、旅館及びホテルなどでは自社の位置情報を記憶したＩＣカードを発券することがで
きる。この場合、このＩＣカードの表面に自社の広告などを印字するとともに、交通費の
一部負担金を書き込み、来訪者に事前に配付する。来訪者はこのＩＣカードの位置情報で
示される目的地に行くときにバスやタクシーを利用すると、こうしたお客の交通料金から
ＩＣカードに書き込まれている一部負担金が割り引かれるとともに、前記ＩＣカードの広
告によりこのＩＣカードを提供する提供者側のイメージアップを図ることができる。なお
、ＩＣカードに書き込まれている一部負担金は、バスやタクシーに配置されている案内装
置２にＩＣカードが挿入されたときに消去され、この一部負担金は後日、ＩＣカードを提
供した提供者からバスやタクシーの交通機関側に支払われる。
【００２４】
また、ＩＣカードを提供する提供者側である例えばホテルや旅館などではお客に事前にパ
ンフレットなどを送付するときに、カード発券装置１により発券され自身の位置情報が記
憶されたＩＣカードを同封して送付する。ここで、お客がそのホテルや旅館の最寄りの駅
まで行き、さらにその駅から宿泊地までタクシーやバスで行く場合は、タクシー乗り場や
バスターミナルに配置されている案内装置２にそのＩＣカードを挿入する。これにより、
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案内装置２の表示部２５にはお客自身が宿泊するホテルや旅館の位置及びその位置までの
経路が表示され、その結果、お客は自身が宿泊するホテルや旅館の位置、及びその位置ま
での経路を容易に識別することができる。
【００２５】
なお、本実施の形態では、位置情報を記憶する記憶媒体としてＩＣカードを用いるように
したが、例えば磁気カードのような他の記憶媒体であっても良い。
また、カード発券装置１及び案内装置２をそれぞれインタネットに接続可能にし、かつイ
ンタネットの所定のサイトに地図関連データを記憶するサーバを設けるようにすれば、カ
ード発券装置１の地図関連データ記憶装置１３及び案内装置２の地図関連データ記憶装置
２３を省略することができる。
また、利用者が記憶媒体であるＩＣカード３をカード発券装置１に挿入し、表示部１５に
表示されている地図上の目的位置を指定する操作を行うと、カード発券装置１は前記指定
操作により指定された目的位置に対応する位置情報を地図関連データ記憶装置１３から読
み出して挿入ＩＣカード３に記憶し発券するようにしてもよい。
【００２６】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、地図を表示する表示部を備え、表示部の地図上の目
的位置の指定操作に基づき前記目的位置に対応しかつ前記目的位置までの経路案内が可能
な位置情報を記憶媒体に書き込んで発券するようにしたので、目的地までの経路が複雑で
その目的地に行くことが困難な場合であっても、利用者は、例えば目的地の最寄りの駅な
どに配置された、位置情報の入力によってその位置とその位置までの経路の表示が可能な
装置にこの発券カードを挿入すれば、この発券カードの位置情報で示される目的地とその
目的地までの経路が前記装置に表示されることから利用者は容易に目的地まで行くことが
できる。
この場合、表示部上の地図をスクロール指示する指示部を設け、指示部の指示に応じて前
記地図をスクロールするようにしたので、利用者は自身の目的地の位置が表示部の地図上
で見つからない場合は、指示部の指示操作を行うことにより、地図を表示部上でスクロー
ル表示させ、これにより自身の目的地の位置をその周辺地図とともに表示部に表示させる
ことができる。
【００２７】
また、本発明は、記憶媒体に記憶されている位置情報の読み出しを行う読出部を設け、読
出部により読み出された位置情報に基づき乗車すべきバスの乗車案内情報を表示部に表示
するようにしたので、例えば目的地までのバスの経路が複雑で目的地に行くことが困難な
場合であっても、利用者は、自身の目的地の位置が記憶された記憶媒体の情報を案内装置
に挿入することにより、目的地へ行くバスの乗車案内情報を案内装置の表示部に表示させ
ることができ、これにより、利用者はどのバスに乗車すれば良いかが一目瞭然に識別でき
、したがって、容易に目的地に行くことができる。
【００２８】
この場合、前記乗車案内情報として乗車すべきバスのターミナル情報及び発車時刻を表示
部に表示するようにしたので、利用者は、例えば多数の路線バスがあってその中から１つ
を選んで乗車し目的地まで行くような場合に、容易に目的とするバスに乗車し、目的地に
行くことができる。
また、バスの降車案内情報を表示部に表示するようにしたので、利用者は、下車バス停か
ら目的地までの経路及び所要時間を認識することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る発券装置の構成を示すブロック図である。
【図２】　本発明に係る案内装置の構成を示すブロック図である。
【図３】　発券装置の動作を説明する図である。
【図４】　案内装置の動作を説明する図である。
【図５】　案内装置のメモリに設けられたテーブルの登録情報を示す図である。
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【図６】　発券装置及び案内装置の地図関連データ記憶装置に記憶される位置情報及び地
図と、発券装置及び案内装置の表示部に表示される位置情報及び地図との対応関係を説明
する図である。
【符号の説明】
１…カード発券装置、２…案内装置、３…ＩＣカード、１１，２１…ＣＰＵ、１２，２２
…カードリーダ／ライタ、１３，２３…地図関連データ記憶装置、１４，２４…操作部、
１４Ａ…スクロールキー、１４Ｂ…発券キー、２４Ａ…印刷キー、１５，２５…表示部、
１６，２６…メモリ、２６Ａ…テーブル、２７…プリンタ、２８…時計部。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】
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